
⾃⽴⽀援医療について 
 

 ⾃⽴⽀援医療は⼼⾝の障害を除去・軽減するため、医療費の⾃⼰負担額を軽減する制度
で、更⽣医療、育成医療、精神通院の３種類があります。 
 ⾃⽴⽀援医療の⽀給は、政令指定都市や都道府県が指定した病院・薬局などでの医療や
調剤が対象となります。 
 
●⾃⽴⽀援医療の種類について 
 ⾃⽴⽀援医療は下記のとおり分類されます。 

制度名 年齢

更生医療 １８歳以上

育成医療 １８歳未満

精神通院医療 全年齢通院による精神医療を継続的に受診される方

対象となる方

各種名称や対象になる方について

障がいを除去又は、軽減する手術等の治療を受けられる身体障
害者である方
【例：人工透析・人口関節置換術など】

 
※詳しくは、厚⽣労働省のホームページをご覧ください。（https://www.mhlw.go.jp） 
 
●必要書類について 
 各医療制度の申請書、診断書、マイナンバーカード 
 ※申請書及び、診断書の様式は七宗町役場健康福祉課福祉係（⽣きがい健康センター内）

にあります。 
●申請場所 
 七宗町役場健康福祉課福祉係（⽣きがい健康センター内） 
 神渕⽀所 
 
※申請から受給者証の交付まで１〜２ヶ⽉程度の時間を要します。 
 
問い合わせ先 
七宗町役場健康福祉課福祉係（⽣きがい健康センター内） 
TEL：０５７４−４８−１１１２ 
FAX：０５７４−４８−１３６０ 


